
保険証が使えるのは、退職日までです！
　保険証は退職された翌日から使用できません。退職される従業員様・扶養のご家族様の保険
証・高齢受給者証の回収をお願いします。

　無効となった保険証を提示して医療機関にかかった場合、後日、協会けんぽが負担した医療
費（総医療費の7～8割）を返還していただくことになります。
　通院中の方は、保険証が切り替わることを医療機関・薬局等へお伝えください 。

※健康保険料と介護保険料は労使折半となります。
※40歳から64歳までの方（介護保険第2号被保険者）には、健康保険料率に全国一律の介護保険料率が加わります。
※賞与については、支給日が3月1日分から変更後の保険料率が適用されます。
※任意継続被保険者の方は、令和5年4月分の保険料率から変更となります。

例：従業員（被保険者）様が3月20日で退職 したとき

令和5年2月分（3月納付分）まで
給与・賞与の

9.90%
令和5年3月分（4月納付分）から

給与・賞与の

9.96%

協会けんぽに加入していた期間
（3月20日まで）

3月21日（資格喪失日）以降在職時の
保険証は使えません。

退職日
3月20日

令和5年度 栃木支部の保険料率
栃木支部の健康保険料率は変更となります

令和5年2月分（3月納付分）まで
給与・賞与の

1.64％
令和5年3月分（4月納付分）から

給与・賞与の

1.82％

栃木支部の介護保険料率も変更となります
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　協会けんぽ栃木支部は、メールマガジンを活用した皆さまの健
康づくりに取り組んでいます。
　健康保険に関する情報や日々健康に過ごすため
のお役立ち情報などをメールでお届けします。ど
なたでもご利用いただけますので、この機会にご
活用ください。
　右の二次元コードを読み取ってご登録ください♬

『栃の葉ヘルシーメール』
にご登録ください !!

毎月配信
登録無料

〒320-8514　宇都宮市泉町6-20　宇都宮DIビル7階
☎ 028-616-1691（代表）
受付時間：平日8:30～17:15
　　　　（土日祝・年末年始を除く）
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/tochigi/

協会けんぽ栃木支部 検 索

事業主証明欄の記入方法を簡素化しました！傷病手当金
出産手当金

お問い合わせ先：業務グループ 028-616-1693

● 勤務状況欄
申請期間（療養のため休んだ期間）のうち
出勤した日のみを「○」で表示してください。ポイント

　令和5年1月より協会けんぽの各種申請書（届出書）は様式が変更されています。
　旧様式の傷病手当金支給申請書・出産手当金支給申請書では事業主証明欄に申請期間に対する出勤状
況と賃金内訳をすべてご記入いただいておりましたが、新様式では以下のとおり変更となりました。

【例1】住宅手当（5,000円）と通勤手当（5,000円）を欠勤控除せずに1か月分満額、
 有給休暇を3日分（12,000円/日）支給した場合

【例2】休んだ期間に対して報酬（賃金）を支給していない場合
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有給休暇、公休日、欠勤
（「△」「公」「 / 」）の表記は
不要となりました。

記入もれが多い箇所です

● 報酬（賃金）等欄
申請期間（療養のため休んだ期間）のうち出勤していない日に対して、報酬
等を支給した日がある場合には支給した日と金額をご記入ください 。
報酬等の支給がない場合は金額の記入は不要です 。

ポイント

申請期間に報酬（賃金）を支払っていない場合、0円の記入は不要です。


